
「特定技能」まるわかり
飲⾷料製造業



飲⾷料製造業における特定技能外国⼈採⽤について

在留資格「特定技能」とは何か

この資料でわかること



「特定技能」とは？
・どういう仕組み？
・どんな外国⼈？



特定技能とは？

国内で⼈材を確保することが困難な産業上の分野において、
⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を

受け⼊れていく仕組み
を構築するための制度

建設、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電⼦情報関連製造業、

造船・舶⽤⼯業、⾃動⾞整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲⾷料品製造業、外⾷業

対応業種12分野



特定技能を持つ外国⼈はどんな⼈？

特定技能1号 特定技能2号

業務⽔準

在留期間

家族帯同

業務に必要な⽇本語⼒を
試験等で確認⽇本語⽔準

技能⽔準

相当程度の知識または
経験を必要とする業務 熟練した技能を要する業務

条件なし最⼤5年

可能原則不可

試験等で確認

試験等での確認不要

試験等で確認



飲⾷料製造業における
特定技能について

・できる業務は？
・⽇本語レベルは？



飲⾷料製造業

仕事内容
飲⾷料製造業全般

必要な試験
⽇本語能⼒試験＋技能⽔準

・飲⾷料品の製造
・飲⾷料品の加⼯
・安全衛⽣の確保
etc.

・「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」∕
「⽇本語能⼒試験（Ｎ４以上）」
・「飲⾷料品製造業技能測定試験」

⽇常会話にほぼ

問題がないレベル



飲⾷料製造業

対象事業
飲⾷料製造業全般（直接雇⽤のみ）

必要な書類
申請時に提出する書類

・⾷料品製造業
・清涼飲料製造業
・菓⼦⼩売業
etc.

・特定技能試験の合格証明書
・⾷品産業協議会の構成員であ
ることの証明書
etc.



飲⾷料製造業�-�就業開始までの流れ

雇⽤契約締結

⾷品産業特定技能協議会に⼊会

⼊国準備

⼊国管理局への申請

申請書類収集

就業開始



 事前ガイダンス1.
 出⼊国する際の送迎2.
 住居確保・⽣活に必要な契約⽀援3.
 ⽣活オリエンテーション4.
 公的⼿続き等への同⾏5.
 ⽇本語学習の機会の提供6.
 相談・苦情への対応7.
 ⽇本⼈との交流促進8.
 転職⽀援9.
 定期的な⾯談・⾏政機関への通報10.

特定技能外国⼈に⾏う義務的⽀援

登録⽀援機関に
委託が可能！



特定技能の受け⼊れ費⽤相場まとめ

健康診断費⽤

採⽤に関わる費⽤

特定技能外国⼈本⼈に
⽀払う費⽤

⼈材紹介⼿数料

特定技能外国⼈在留資格申請、
⽀援による費⽤

約30~60万

在留資格申請

⼊国時の渡航費⽤

住居の準備費⽤

給与・福利厚⽣

在留期間更新の申請

義務的⽀援委託

約10~20万

約3~6万

約2~4万

送り出し機関への⼿数料含む

在留資格申請や⽀援業務を
委託する場合

約5~10万

ー

ー

1万程度

*1

*1

*2

*1 本⼈負担でも可

同じ業務を⾏う⽇本⼈と
同等⼜はそれ以上に設定

*2



Guidable特定技能とは…特定技能外国⼈と⽇本企業をマッチング

お問い合わせはこちらへ↓
https://tokuteiginou.guidable.co/



会社名 Guidable株式会社

住所 東京都新宿区⻄新宿3丁⽬7-30�フロンティアグラン⻄新宿901

代表取締役 ⽥邊政喜

事業内容 外国⼈向けメディア運営『Guidable�Japan』�

     外国⼈特化�HR事業『Guidable�Jobs』�

     外国⼈マーケティング『Guidable�Marketing』

HP https://guidable.co.jp/

会社概要


